
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動の重点 

改正点 

●違反点・反則金を引き上げ  ●「ながら運転」に懲役刑が新設  

●事故を起こした場合、罰則（懲役・罰金）と免許停止処分 

内 容 

◎携帯電話使用などの「ながら運転」をした場合 

・罰 則 ６月以下の懲役または１０万円以下の罰金 

・違反点 ３点(現行の３倍) 

・反則金 大型 ２５，０００円  普通 １８，０００円 

二輪 １５，０００円  原付 １２，０００円 

◎「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合 

   ・罰 則 １年以下の懲役または３０万円以下の罰金 

・違反点 ６点(免許停止) 

・反則金 なし(交通反則通告制度の適用除外、直ちに刑事手続き) 

※「ながら運転」(携帯電話使用など)とは 

  ①携帯電話などを手に持って通話 

「携帯電話など」には、手に持たなければ送信・受信できない無線通話装置、 

トランシーバーなどを含む 

  ②携帯電話などを手に持って画面を注視 

      「携帯電話など」には、タブレット端末や携帯型ゲーム機を含む 

  ③カーナビやカーテレビの画面を注視（事故などの場合に限る） 

    車内に固定した携帯電話などの画像表示用装置を含む。 

      カーナビなどの画面の注視は禁止行為で、交通の危険（交通事故など）を 

生じさせた場合に罰則などの適用 

 

道路交通法の一部が改正されます(令和元年１２月１日施行) 

～携帯電話使用などによる「ながら運転」厳罰化～ 

 

【年間スローガン】 ストップ・ザ・交通事故～ めざせ 安全で安心な 北海道 ～ 

町内会回覧 

交通安全情報北広島 №４ 
北広島市交通安全運動推進委員会 

令和元年 11月 1日発行 

 

実施運動期間 11月 11日（月）～11月 20日（水） 

・高齢者の交通事故防止 
・スリップ事故の防止 
・飲酒運転の根絶 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中枢神経のマヒ、集中力・注意力・判断能力の低下 
○ 理性や自制心が失われたり、動体視力が落ちて視野が狭まる 

特に注意! 

飲 酒 運 転 の 危 険 性 

雪が降ると、道路幅が狭くなります。「ちょっとの時間だから」「邪魔にならないだろう」と道

路に車を止めると、 

・除排雪作業の邪魔になる 

・消防車や救急車などの緊急車両が通れない 

・交通事故の要因となる 

など、周りに迷惑をかけることになります。 

また、道路や歩道に雪を捨てる行為は、道路幅を狭くし、交通渋滞や歩行者事故の原因となり

ますので、道路や歩道への雪出し、雪捨てはやめましょう。 

また、車の積氷雪を落とさずに走行する行為は、視界不良による交通事故の要因となる他、 

他の車や歩行者からウインカーやブレーキランプが見えづらい、積氷雪が飛散し車や人を傷つけ

るなど、周囲に迷惑をかけることになります。良識のある行動をとりましょう。 

アルコールによる身体への一般的な影響 

 

■運動機能が低下し、ブレーキやハンドル操作が遅れる 

■人や他車の動き、信号の変化等を見落とす 

■気が大きくなり、速度超過や乱暴な運転をする   など 

デイ ・ ラ イ ト運動にご協力を！ 

トンネル出入口 

これからの季節は、路面凍結によるスリップ事故の発生が予想されます。 

車を運転する方は、運転感覚を冬型に切り替え、天候・路面状況に応じた慎重な運転に心がけ 

ましょう。 

また、車で外出する際は、気象情報を確認して、悪天候の時は、「不要・不急の外出をしない」 

という判断も必要です。 
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